
令和４年３月２５日 

 

 

 静岡県 浜
は ま

松
ま つ

市
し

の歴史的風致維持向上計画を認定 

 
 

 
 
本計画は、歴史上重要な建造物及び周辺の市街地と人々の営みが一体となった歴史的風

致の維持向上を図るためのもので、浜松市では、二俣城跡及び鳥羽山城跡保存活用事業、

歴史的集落・まち並み景観保全対策事業等を事業に位置付けています。 
（歴史まちづくり法および各市の詳細は別紙参照） 

 
 
 
※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、認定式の実施を当面の間延期 

いたします。 

 

 

 

 

 

＜担当＞ 文化庁文化資源活用課 

       活用連携計画官 樋 口 和 宏（内線 2738） 

   電話：03－5253－4111（代表） 

      03－6734－2415（直通） 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（通称：歴史まちづくり

法）」に基づき、静岡県浜松市の歴史的風致維持向上計画（通称：歴史まちづくり計

画）について、３月２５日付けで主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交

通大臣）が認定しました。 

今回の認定により、認定都市数は３９府県８７市町となります。 

（国土交通省記者クラブ、農林水産省記者クラブ同時配布） 



（別紙） 

浜松市の歴史まちづくり計画の概要 

 

重要文化財「中
な か

村
む ら

家
け

住
じゅう

宅
た く

」周辺で行われる 息
お き

神社祭典の神輿渡御と 館
か ん

車
し ゃ

引き回し、重要文化財「寶
ほ う

林
り ん

寺
じ

仏
ぶ つ

殿
で ん

・方
ほ う

丈
じょう

」や名勝「龍
りょう

潭
た ん

寺
じ

庭
て い

園
え ん

」

等奥浜名湖周辺のまち並みで行われる祭礼行事、史跡「二
ふ た

俣
ま た

城
じょう

跡
あ と

及び 鳥
と

羽
ば

山
や ま

城
じょう

跡
あ と

」や看板建築と蔵が残るまち並みを背景に行われる 二
ふ た

俣
ま た

まつり

等、固有の風情が感じられる歴史的風致が形成されています。 

本計画では、市内に残る歴史的建造物の保存・活用に関する事業や、地域

コミュニティの核となっている民俗芸能の伝承・公開施設の整備、歴史文化

を活かした観光振興・地域活性化に関する事業等を位置付け、歴史的風致の

維持及び向上を図っていくこととしています。 
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（別紙） 

【参考：全国に広がる歴史まちづくり計画】 

 

都道府県 市町村名 認定日

1 青森県 弘前市＊ H22.2.4

2 岩手県 盛岡市 H30.11.13

3 宮城県 多賀城市＊  H23.12.6

4 大館市 H29.3.17

5 横手市 H30.7.11

6 山形県 鶴岡市 H25.11.22

7 白河市＊ H23.2.23

8 国見町 H27.2.23

9 磐梯町 H28.1.25

10 桑折町 H28.3.28

11 棚倉町 R2.6.24

12 桜川市＊ H21.3.11

13 水戸市＊ H22.2.4

14 下野市 H31.3.26

15 栃木市 H31.3.26

16 甘楽町＊ H22.3.30

17 桐生市  H30.1.23

18 埼玉県 川越市＊  H23.6.8

19 千葉県 香取市 H31.3.26

20 小田原市＊  H23.6.8

21 鎌倉市 H28.1.25

22 山梨県 甲州市 H29.3.17

23 下諏訪町 H21.3.11

24 松本市＊ H23.6.8

25 東御市 H24.6.6

26 長野市 H25.4.11

27 千曲市 H28.5.19

28 村上市 H28.10.3

29 佐渡市 R2.3.24

30 富山県 高岡市＊   H23.6.8

31 金沢市＊ H21.1.19

32 加賀市 R3.3.23

33 高山市＊ H21.1.19

34 恵那市＊ H23.2.23

35 美濃市＊ H24.3.5

36 岐阜市 H25.4.11

37 郡上市 H26.2.14

38 三島市 H28.10.3

39 掛川市 H30.1.23

40 伊豆の国市 H30.7.11

41 下田市 H30.11.13

42 浜松市 R4.3.25

43 犬山市＊ H21.3.11

44 名古屋市 H26.2.14

45 岡崎市 H28.5.19

46 津島市 R2.3.24

47 亀山市＊ H21.1.19

48 明和町＊ H24.6.6

49 伊賀市 H28.5.19

北陸

【5】

新潟県

石川県

中部

【17】

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

【】は都市数

東北

【11】

秋田県

福島県

関東

【16】

茨城県

栃木県

群馬県

神奈川県

長野県

都道府県 市町村名 認定日

50 彦根市＊ H21.1.19

51 長浜市＊ H22.2.4

52 大津市 R3.3.23

53 京都市＊ H21.11.19

54 宇治市 H24.3.5

55 向日市 H27.2.23

56 大阪府 堺市 H25.11.22

57 斑鳩町 H26.2.14

58 奈良市 H27.2.23

59 湯浅町 H28.3.28

60 広川町 H28.10.3

61 和歌山市 H30.3.26

62 高野町 H31.1.24

63 松江市＊ H23.2.23

64 津和野町 H25.4.11

65 津山市＊ H21.7.22

66 高梁市＊ H22.11.22

67 尾道市＊ H24.6.6

68 竹原市 H24.6.6

69 山口県 萩市＊ H21.1.19

70 徳島県 三好市＊ H22.11.22

71 大洲市＊ H24.3.5

72 内子町 R1.6.12

73 高知県 佐川町＊ H21.3.11

74 太宰府市 H22.11.22

75 添田町 H26.6.23

76 宗像市 H30.3.26

77 佐賀市＊ H24.3.5

78 基山町 H31.1.24

79 鹿島市 H31.3.26

80 長崎県 長崎市 R2.3.24

81 山鹿市＊ H21.3.11

82 湯前町 H29.3.17

83 熊本市 R2.6.24

84 竹田市 H26.6.23

85 大分市 R1.6.12

86 杵築市 R3.3.23

87 宮崎県 日南市 H25.11.22

【】は都市数

近畿

【13】

滋賀県

京都府

奈良県

和歌山県

島根県

岡山県

四国

【4】
愛媛県

九州

【14】

福岡県

佐賀県

熊本県

大分県

広島県

中国

【7】

＊うち２期計画認定済 ３０都市

合計 87都市（39府県）

 

図 歴史まちづくり計画の認定状況 

 

 

各都市の歴史まちづくり計画については、以下の国土交通省ホームページにて

紹介しています。 

https://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html 

 
 

https://www.mlit.go.jp/toshi/rekimachi/toshi_history_tk_000010.html



